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平成２６年度第１回福島県における青年就農給付金（準備型）

受給希望者の募集について

（公財）福島県農業振興公社

第１ 趣旨

就農希望者が農業技術及び経営ノウハウの取得のための研修（２年以内）

に専念するための準備型給付金を給付することにより就農意欲の喚起を図

り、新規就農者の拡大につなげます。

第２ 事業の内容等

福島県が認める研修機関等（第３の研修機関等）において、就農のための

研修を受ける者に対し、予算の範囲内で青年就農給付金（準備型）（以下「準

備型給付金」という。）を給付します。

第３ 申請要件

本事業の申請者は、以下の全ての要件を満たすものとします。

１ 就農予定時の年齢が原則４５歳未満であり、農業経営者となることにつ

いての強い意志を有していること。

２ 研修計画（別紙様式第１号）が次に掲げる基準に適合していること。

（１） 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県が認

めた、原則として次の研修機関で研修を受けること。ただし、ウにあ

っては、（３）の要件に合致すること。

ア 福島県農業総合センター農業短期大学校農学部

イ 福島県農業総合センター果樹研究所（講習生）

ウ 先進農家又は先進農業法人（以下「先進農家等」）

なお、ア～ウ以外の研修機関での研修を希望する場合には、県と

協議を行うこととする。

（２） 研修期間が概ね１年かつ概ね年間 1,200 時間以上であり、研修期間

を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。

（３） 先進農家等で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこ

と。

ア 当該先進農家等の経営主が給付対象者の親族（三親等以内の者を

いう。以下同じ。）でないこと。

イ 当該先進農家等と過去に雇用契約（短期間のパート、アルバイト

は除く。）を結んでいないこと。（例：緊急雇用創出基金事業（特色

ある園芸産地育成事業及び農業法人等チャレンジ雇用支援事業によ

る雇用契約は対象外）

ウ 当該先進農家等がその技術力、経営力等から見て、研修先として
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適切で、次の要件を全て満たすこと。

(ｱ) 指導農業士又は「うつくしまふくしま農業法人協会」に加入

する農業法人、優れた農業経営者と市町村が認めた認定農業者

等であること。

(ｲ) 専従者が２名以上いること。

(ｳ) 過去１０年間以内に就農希望者等の研修受入実績があること。

(ｴ) 研修計画・研修状況報告書の作成、研修実施状況の確認、研

修日誌の管理、達成状況評価等への協力が可能であること。

(ｵ) 「県が認める研修機関等」として公表することを承諾するこ

と。

（４） 常勤（週３５時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。）

の雇用契約を締結していないこと。

（５） 原則として生活費の確保を目的として国の他の事業による給付等を

受けていないこと。（例：生活保護費、失業給付金、農の雇用事業に

よる賃金など）

（６）研修終了後に親元就農（親族が経営する農業経営体に就農すること

をいう。以下同じ。）する予定の場合にあっては、就農に当たって家

族経営協定等により給付対象者の責任や役割（農業に専従することや

経営主から専従者給与が支払われること等）を明確にすること、及び

就農後５年以内に当該農業経営を継承し又は当該農業経営が法人化さ

れている場合は当該法人の経営者（親族との共同経営者になる場合を

含む。以下「農業経営を継承」という。）とすることを確約すること。

（７）原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワ－

ク（以下「一農ネット」という。）に加入していること。

第４ 準備型給付金額及び給付期間

給付金の額は、１人あたり年間１５０万円とし、給付期間は最長２年間と

します。給付は半年毎に行い、給付対象期間が半年未満の場合は、月割にし

て算出します。

第５ 申請方法等

１ 申請書類

本事業を申請しようとする者は、研修計画（別紙様式第１号）に次の書類

を添付のうえ、第６の提出先へ提出してください。

第６の提出先機関は、研修計画の内容確認後、（公財）福島県農業振興公

社（以下「公社」という。）へ提出してください。

別添１：研修実施計画（先進農家等で研修を受ける場合は、添付し、

教育機関等で研修を受ける場合は、受講する研修のカリキュラ

ム及び入学が認められていることを証する書類を添付。）
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※研修計画の申請先名は「公益財団法人福島県農業振興公社理

事長」と記入してください。

別添２：誓約書

※２名の保証人の記名押印が必要です。保証人のうち１名以上は生

計を一つにする者以外の者としてください。

別添３：履歴書

別添４：確認書（教育機関等で研修を受ける場合は不要。）

別添５：確約書（研修終了後、親元就農する予定の場合のみ必要。）

別添６：個人情報の取扱いの同意書

別添７：確約書（親族から貸借した農地が主で独立・自営就農する予

定の場合のみ必要。）

◯ 「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基

づく就農計画が県知事から認定を受けている場合は、就農計画を添付す

ることで、「研修計画」の２及び４の①の記載を省略できます。

２ 提出部数

正副２部を提出してください。（１部は、コピ－としてください。）

３ 申請書類提出にあたっての注意事項等

（１） 申請書等に不備がある場合は、審査対象とはなりませんので、福島

県青年農業者等育成センタ－青年就農給付金（準備型）給付業務規程

（育成センタ－のホ－ムペ－ジ http://www.fnk-syunou.jp/から入手できま

す。）も熟読のうえ、様式に沿って記入もれのないように正確に記入

してください。

第６の提出先機関にご相談することも可能です。

（２） 提出後の申請書類は、原則として、資料の追加や差し替えは不可と

し、承認の有無にかかわらず返却いたしませんので、ご了承ください。

４ 個人情報の取扱い

提出された申請書類については、準備型給付金の給付に関する業務以外の

目的には、使用いたしませんが、必要に応じて、本事業に係る関係機関にお

いて、共有されることがあります。

第６ 申請書類の提出先

１ 福島県農業総合センター農業短期大学校農学部で研修する者

福島県農業総合センター農業短期大学校

〒９６９－０２９２ 西白河郡矢吹町一本木４４６番地１

電話0248-42-4113

２ 福島県農業総合センタ－果樹研究所で研修する者
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福島県農業総合センタ－果樹研究所

〒９６０－０２３１ 福島市飯坂町平野字檀の東１

電話024-542-4951

３ 先進農家等で研修する者

研修先先進農家等を所管する農林事務所別紙一覧表のとおり

第７ 申請受付期間

１ 本事業を申請しようとする者は農林事務所等へ平成２６年６月３０日

（月）（必着）まで提出してください。

２ 農林事務所等から公社へは平成２６年７月７日（月）（必着）まで提出

してください。

※ 提出期日は、厳守してください。

第８ 研修計画の承認

提出された研修計画は、公社で内容確認した後に、公社及び農林事務所等

の関係者で申請者の面接を行い、予算の範囲内で研修計画の承認を行います。

面接については、後日、別途お知らせいたします。

なお、公社は、研修計画の承認の有無にかかわらず、すべての申請者に対

して、その結果を通知します。

第９ 準備型給付金の給付

研修計画の承認を受けた者は、①青年就農給付金（準備型）給付申請書

（様式は別途指示します。）に②加入した傷害保険証書の写し③身分を証明す

る書類（運転免許証、パスポ－ト等の写し）を添付のうえ、公社に提出してくだ

さい。

公社は、提出された当該申請書を確認し、内容が適当と認めた場合、準備

型給付金を給付します。

第 10 給付対象者の責務等

給付対象者は、研修計画等に掲げる研修を、責任もって受けるとととも

に福島県青年農業者等育成センタ－青年就農給付金（準備型）給付業務規程

で定める事項を遵守するものとします。

なお、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、準備型給付金の給付

停止や一部又は全部を返還しなければなりませんので、ご承知ください。

ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として公社が認めた場合は、こ

の限りではありません。

１ 給付停止

（１）準備型給付金の給付要件を満たさなくなった場合。
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（２）研修を途中で中止した場合。

（３）研修を途中で休止した場合。

（４）研修状況報告を行わなかった場合。

（５）研修実施状況の現地確認等により、適切な研修を行っていないと公

社が判断した場合。（例：研修を行っていない場合。生産技術などを習

得する努力をしていない場合など。）

２ 返還

（１）一部返還

ア １の給付停止の事項の（１）から（３）までに掲げる要件に該当

した時点が既に給付した準備型給付金の対象期間中である場合にあ

っては、当該事実が発生した月以降の対象期間の月数分（当該要件

に該当した月を含む。）の準備型給付金を月単位で返還する。

イ １の給付停止の事項の（４）に該当した場合は、当該報告に係る

対象期間の準備型給付金を返還するものとする。

（２）全額返還

ア １の給付停止の事項の（５）に該当した場合。

イ 研修（継続研修を含む。）終了後（研修中止後を含む。以下同じ。）

１年以内に原則４５歳未満で独立・自営就農※（福島県新規就農者

確保事業（青年就農給付金事業）実施要領の別表１－２の青年就農

給付金（経営開始型）の給付要件の２の（１）～（５）の要件（（１）

のただし書きの「給付期間中」を「就農後５年以内」と読み替える）

を満たすものに限る。以下同じ。）、雇用就農(農業法人等で常勤す

ることをいう。以下同じ。）又は親元就農しなかった場合。

ウ 親元就農した者が、研修計画に添付した別添５の確約書で確約し

たことを実施しなかった場合。

エ 独立・自営就農又は雇用就農を給付期間の１．５倍又は２年間の

いずれか長い期間継続しない場合。

オ 給付期間の１．５倍又は２年間のいずれか長い期間内で研修終了

後の就農状況等の報告を行わなかった場合。

カ 虚偽の申請等を行った場合。

※ 独立・自営就農とは以下の要件を満たしていること。

ア）農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親

族から貸借した農地が主である場合は、就農後５年以内に当該農地の所

有権を給付対象者に移転することを確約すること。

イ）主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ）生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ）給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営支出を給付対

象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ）給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
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第 11 問い合わせ先

本事業の申請にかかる問い合わせは、下記にお願いします。

公益財団法人福島県農業振興公社

青年農業者等育成センタ－

担当：久保木・小野

電話０２４－５２１－９８４８・９８３５

ＦＡＸ０２４－５２１－８２７７

〒９６０－８６８１ 福島市中町８番２号（福島県自治会館内 ）
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研修先先進農家等を所管する農林事務所一覧表
農林事務所名 所管する市町村名

・県北農林事務所農業振興普及部 福島市、川俣町
〒９６０－８５０２

福島市南中央三丁目３６番地
土地改良会館南館３階

電話 024-535-0436
・県北農林事務所伊達農業普及所 伊達市、桑折町、国見町

〒９６０－０６３４
伊達市保原町大泉字大地内１２４
電話 024-575-3181

・県北農林事務所安達農業普及所 二本松市、本宮市、大玉村
〒９６４－０９１５

二本松市金色４２４－１
電話 0243-22-1127

・県中農林事務所農業振興普及部 郡山市
〒９６３－８５４０
郡山市麓山一丁目１－１
電話 024-935-1310

・県中農林事務所田村農業普及所 田村市、三春町、小野町
〒９６３－７７０４

田村郡三春町大字熊耳字下荒井
176-5 電話 0247-62-3113

・県中農林事務所須賀川農業普及所 須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町
〒９６２ー０８２３ 玉川村、平田村、浅川町、古殿町

須賀川市花岡３４番地
電話 0248-75-2180

・県南農林事務所農業振興普及部 白河市、西郷村、泉崎村、中島村
〒９６１－０９７１ 矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
白河市昭和町２６９番地
電話 0248-23-1565

・会津農林事務所農業振興普及部 会津若松市、磐梯町、猪苗代町
〒９６５－８５０１

会津若松市追手町７番５号
電話 0242-29-5306

・会津農林事務所喜多方農業普及所 喜多方市、北塩原村、西会津町
〒９６６－０９０１

喜多方市松山町鳥見山字下天神
6-3 電話 0241-24-5742

・会津農林事務所会津坂下農業普及所 会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町
〒９６９－６５０６ 金山町、昭和村、会津美里町

河沼郡会津坂下町大字見明字南原
881 電話 0242-83-2113

・南会津農林事務所農業振興普及部 下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町
〒９６７－０００４
南会津郡南会津町田島字根小屋甲
4277-1 電話 0241-62-5264

・相双農林事務所農業振興普及部 相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村
〒９７５－００３１
南相馬市原町区錦町一丁目
30 番地 電話 0244-26-1152

・相双農林事務所双葉農業普及所 広野町、楢葉町、富岡町、川内村
〒９７９－０４０３ 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村

双葉郡広野町大字下浅見川字広長
117-1
電話 0240-23-6474

・いわき農林事務所農業振興普及部 いわき市
〒９７０－８０２６

いわき市平字梅本 15 番地
電話 0246-24-6161


